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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にソース電極とゲート電極とドレイン電極と絶縁層と有機半導体層とを有する有
機薄膜トランジスタの製造方法において、
　ソース電極又はドレイン電極の少なくともいずれか一方の電極は外周の形状が円又は多
角形であり、他方の電極は前記外周に対峙する内周の形状が一方の電極とほぼ同心の円又
は多角形である前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するための電極形成工程と、
　有機半導体材料を滴下法により滴下することで前記ソース電極及び前記ドレイン電極と
を連結する前記有機半導体層を形成するための有機半導体層形成工程と、
　前記電極形成工程により形成した電極上に撥水性を有する撥水層を形成する撥水層形成
工程と、
　前記有機半導体層を形成した基板上に保護層を形成するための保護層形成工程と、
　前記撥水層を除去する撥水層除去工程と、
　前記撥水層を除去した部分に前記保護層を貫通して該保護層の表面に達する導通部を設
ける導通部形成工程と、
　を含むことを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記有機半導体層形成工程の前記滴下法は、インクジェット法であることを特徴とする
請求項１に記載の有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
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　前記滴下法による滴下は、１回であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　基板上にソース電極とゲート電極とドレイン電極と絶縁層と有機半導体層とを有する有
機薄膜トランジスタの製造方法において、
　有機半導体材料を滴下法により滴下することで前記有機半導体層を形成するための有機
半導体層形成工程と、
　ソース電極又はドレイン電極の少なくともいずれか一方の電極は外周の形状が円又は多
角形であり、他方の電極は前記外周に対峙する内周の形状が一方の電極とほぼ同心の円又
は多角形であり、前記有機半導体層により前記ソース電極及び前記ドレイン電極とが連結
されるように前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するための電極形成工程と、
　前記電極形成工程により形成した電極上に撥水性を有する撥水層を形成する撥水層形成
工程と、
　前記有機半導体層を形成した基板上に保護層を形成するための保護層形成工程と、
　前記撥水層を除去する撥水層除去工程と、
　前記撥水層を除去した部分に前記保護層を貫通して該保護層の表面に達する導通部を設
ける導通部形成工程と、
　を含むことを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記有機半導体層形成工程の前記滴下法は、インクジェット法であることを特徴とする
請求項４に記載の有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項６】
　前記滴下法による滴下は、１回であることを特徴とする請求項４に記載の有機薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の有機薄膜トランジスタの製造方法により製
造されたことを特徴とする有機薄膜トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機薄膜トランジスタの製造方法及び有機薄膜トランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、次世代の高品質・低価格のフラットパネルディスプレイデバイスあるいは電子ペ
ーパーの画素駆動のためのスイッチング素子として、有機薄膜トランジスタ（有機ＴＦＴ
、ＯＴＦＴとも称する；Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；
ＯＴＦＴ）が注目されている。
【０００３】
　有機薄膜トランジスタは、シリコン薄膜トランジスタと構造的にはほぼ同じ形態を有す
るが、半導体活性層領域にシリコンの代りに有機物を使用するという相違点がある。有機
薄膜トランジスタは、製作工程において、真空装置を使用せず、インクジェット法、印刷
法等により製作できるため、シリコンＴＦＴに比べて簡単かつ低コストであり、衝撃によ
り割れず、曲げたり折り畳むことが可能である電子回路基板に適しているという長所があ
る。特に、広い面積上に素子を製作する必要がある時、低い工程温度を必要とする場合、
曲げる製品に対して有効であることから大型ディスプレイ用のマトリクス駆動素子、有機
ＥＬや電子ペーパーの駆動素子として期待され、各社で開発が進められている。
【０００４】
　従来、半導体素子の膜パターンを形成する際は、レジストを基板全面に塗布しプリベー
クを行った後、フォトマスクを介して紫外線等を照射し、現像によってレジストパターン
を形成するというフォトリソグラフィー工程を経た後、該レジストパターンをマスクパタ
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ーンとして膜パターンとなるべき部分に存在する膜（半導体材料、絶縁体材料、又は、導
電体材料で形成される膜）をエッチング除去することにより、膜パターンを形成する方法
が用いられていた。
【０００５】
　有機薄膜トランジスタの製造において、パターニングされた有機半導体層を設ける場合
、従来のフォトリソグラフィー工程及びエッチングを行うことでもパターニングは可能で
あるが、上述した、印刷法やインクジェット法を用いることで、容易にパターニングする
ことができる。その中で、マスクを必要とせず任意のパターンニングに対応可能で、必要
な個所に必要な量だけ塗布すれば良いといった有機半導体材料の利用効率が良好な有機半
導体層を形成する方法としては、インクジェット法を用いて半導体材料を滴下する方法が
ある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１においては、インクジェット方式によるパターニングの形状
は任意として良く、その例としてドット形式とし、また、マスキングをしても良いとして
いるが、具体的な滴下される電極形状や滴下状態に関しては記述されていない。
【０００７】
　滴下法を用いて有機半導体層を形成する場合、電極の形状に合わせる必要がある。形成
する有機半導体層の形状を所望の電極形状に近づけようとすると、より微小のノズルを有
する滴下装置を用いて、より多くの回数の滴下を行うことが必要となると考えられる。従
って、滴下の回数が多くなるに従い滴下に費やす時間が多くなることで生産効率が低下し
てしまうといった問題が生じることになる。また、多数回の滴下が行われて形成される半
導体層は、その重なり部分で膜厚が変化することになり、特性に変化が生じることで問題
を引き起こす恐れが予測される。
【特許文献１】特開２００４－２２１５６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、製造
効率が良く動作特性の良い有機薄膜トランジスタの製造方法及び有機薄膜トランジスタを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、第１の発明は、基板上にソース電極とゲート電極とドレイン電極と絶縁層と有
機半導体層とを有する有機薄膜トランジスタの製造方法において、
　ソース電極又はドレイン電極の少なくともいずれか一方の電極は外周の形状が円又は多
角形であり、他方の電極は前記外周に対峙する内周の形状が一方の電極とほぼ同心の円又
は多角形である前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するための電極形成工程と、
　有機半導体材料を滴下法により滴下することで前記ソース電極及び前記ドレイン電極と
を連結する前記有機半導体層を形成するための有機半導体層形成工程と、
　前記電極形成工程により形成した電極上に撥水性を有する撥水層を形成する撥水層形成
工程と、
　前記有機半導体層を形成した基板上に保護層を形成するための保護層形成工程と、
　前記撥水層を除去する撥水層除去工程と、
　前記撥水層を除去した部分に前記保護層を貫通して該保護層の表面に達する導通部を設
ける導通部形成工程と、
　を含むことを特徴とする。
【００１０】
　第２の発明は、基板上にソース電極とゲート電極とドレイン電極と絶縁層と有機半導体
層とを有する有機薄膜トランジスタの製造方法において、
　有機半導体材料を滴下法により滴下することで前記有機半導体層を形成するための有機
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半導体層形成工程と、
　ソース電極又はドレイン電極の少なくともいずれか一方の電極は外周の形状が円又は多
角形であり、他方の電極は前記外周に対峙する内周の形状が一方の電極とほぼ同心の円又
は多角形であり、前記有機半導体層により前記ソース電極及び前記ドレイン電極とが連結
されるように前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するための電極形成工程と、
　前記電極形成工程により形成した電極上に撥水性を有する撥水層を形成する撥水層形成
工程と、
　前記有機半導体層を形成した基板上に保護層を形成するための保護層形成工程と、
　前記撥水層を除去する撥水層除去工程と、
　前記撥水層を除去した部分に前記保護層を貫通して該保護層の表面に達する導通部を設
ける導通部形成工程と、
　を含むことを特徴とする。
【００１１】
　第１及び第２の発明において、前記有機半導体層形成工程の前記滴下法は、インクジェ
ット法であることが好ましい。前記滴下法による滴下は、１回であることがより好ましい
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ソース電極とドレイン電極は、ソース電極とドレイン電極が対峙する
外周及び内周の形状が円又は多角形であり、かつ、ほぼ同心に位置し、ソース電極とドレ
イン電極とを滴下された有機半導体材料で連結する有機半導体層を有する有機薄膜トラン
ジスタを製造することができる。外周の形状が円又は多角形であるソース電極又はドレイ
ン電極のいずれか一方の中央に有機半導体材料の滴下を行うことで、有機半導体材料は周
囲に広がり他方に達し、層厚が均一化する。
【００１４】
　また、有機半導体層を形成するための滴下は、滴下の制御が容易なインクジェット法を
用いることができ、滴下される有機半導体材料の量を調整することができる。
【００１５】
　よって、インクジェット法を用いた１回の有機半導体材料の滴下で有機半導体層を形成
することができ、また、形成される半導体層の配向がソース電極とドレイン電極とで有機
半導体層に形成することのできるチャネル幅方向と一致することから、特性の良い有機薄
膜トランジスタを得ることができることになる。
【００１６】
　従って、製造効率が良く動作特性の良い有機薄膜トランジスタの製造方法及びこの製造
方法を用いて製造した有機薄膜トランジスタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る有機薄膜トランジスタの製造方法及び有機薄膜トランジスタの実施
形態について添付図面を参照して説明する。本発明に係る有機薄膜トランジスタ（以下、
有機ＴＦＴと称する。）の構成は、基板上にゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、ゲ
ート絶縁膜、有機半導体を設けたものである。有機ＴＦＴは、これらゲート電極、ソース
電極、ドレイン電極、ゲート絶縁膜、有機半導体の配置により、ボトムゲート・ボトムコ
ンタクト構成、ボトムゲート・トップコンタクト構成、トップゲート・ボトムコンタクト
構成、トップゲート・トップコンタクト構成に大きく分類され、いずれの構成とすること
ができる。以下、各部材の構成、材料、形成方法等に関して、図１に示すボトムゲート・
ボトムコンタクト構成の有機ＴＦＴ１００の製造工程を例にし、これに沿って説明する。
【００１８】
　図１に示す有機ＴＦＴ１００が形成される図１（ａ）に示す基板１は、特にその材料が
限定されることはなく、例えば、ガラスやフレキシブルなプラスチックフィルム等を用い
ることができる。プラスチックフィルムとしては、具体的には、ポリエチレンテレフタレ
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ート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリイミド、ボリ
カーボネート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートプロピオネート等から
なるフィルム等が挙げられる。このようなプラスチックフィルムを用いることで、ガラス
基板を用いる場合に比べて軽量化を図ることができ、可搬性を高めることができるととも
に、衝撃に対する耐性を向上させることができる。
【００１９】
　次に、基板１の上に、円形状のゲート電極３を形成する（図１（ｂ））。ゲート電極３
の形成方法は、まず、ゲート電極となる導電薄膜（図示しない）を基板１上に形成する。
導電薄膜は、導電性材料であれば特に限定されず、導電性が十分確保できる金属材料が好
ましい。例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｍｏやこれらにドーピングを加えた材料等を挙げる
ことができる。
【００２０】
　上述の導電性薄膜の形成方法としては、上述の材料を原料として公知の蒸着やスパッタ
リング等の方法を用いることができる。この後、公知のフォトリソグラフィー処理（レジ
スト塗布、露光、現像）及びエッチング処理を用いて導電性薄膜をパターニングすること
でゲート電極３を形成することができる。
【００２１】
　次に、ゲート電極３を覆うようにゲート絶縁膜５を設ける（図１（ｃ））。ゲート絶縁
膜５は、ゲート電極３が形成された後に形成されるもので、その材料が限定されることは
なく、種々の絶縁膜を用いることができる。特に、比誘電率の高い無機酸化物皮膜が好ま
しい。無機酸化物としては、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン
等が挙げられる。窒化ケイ素、窒化アルミニウム等の無機窒化物も好適に用いることがで
きる。
【００２２】
　絶縁膜５の形成方法としては、ドライプロセスやウェットプロセスがある。ドライプロ
セスとしては、例えば、真空蒸着法、分子線エピタキシャル成長法、イオンクラスタービ
ーム法、低エネルギーイオンビーム法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法、スパッタリ
ング法、大気圧プラズマ法等が挙げられる。また、ウェットプロセスとしては、例えば、
スプレーコート法、スピンコート法、ブレードコート法、ディップコート法、キャスト法
、ロールコート法、バーコート法、ダイコート法等の塗布による方法、印刷やインクジェ
ット等のパターニングによる方法等が挙げられる。
【００２３】
　ウェットプロセスは、無機酸化物の微粒子を、任意の有機溶剤あるいは水に必要に応じ
て界面活性剤等の分散補助剤を用いて分散した液を塗布、乾燥する方法や、酸化物前駆体
、例えば、アルコキシド体の溶液を塗布、乾燥する、いわゆるゾルゲル法を用いることが
できる。
【００２４】
　大気圧下でのプラズマ成膜処理による絶縁膜の形成方法は、大気圧又は大気圧近傍の圧
力下で放電し、反応性ガスをプラズマ励起し、基材上に薄膜を形成する処理である。その
方法については、特開平１１－６１４０６号公報、同１１－１３３２０５号公報、特開２
０００－１２１８０４号公報、同２０００－１４７２０９号公報、同２０００－１８５３
６２号公報等に記載されている（大気圧プラズマ法とも称する）。これによって高機能性
の薄膜を、生産性高く形成することができる。
【００２５】
　また、有機化合物の絶縁膜としては、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリア
クリレート、光ラジカル重合系、光カチオン重合系の光硬化性樹脂、あるいは、アクリロ
ニトリル成分を含有する共重合体、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ノボ
ラック樹脂、及びシアノエチルプルラン等を用いることもできる。
【００２６】
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　有機化合物の絶縁膜の形成法としては、ウェットプロセスが好ましい。無機酸化物の絶
縁膜と有機酸化物の絶縁膜は積層して併用することができる。また、これら絶縁膜の膜厚
としては、一般に５０ｎｍ～３μｍ、好ましくは１００ｎｍ～１μｍである。
【００２７】
　さらに、溶液中、例えば、ゲート電極３がアルミニウムの場合、ホウ酸アンモニウム水
溶液中での陽極酸化処理が挙げられる。これらの絶縁層の形成方法は、有機ＴＦＴの構成
、絶縁材料等に応じて適宜上記より選択して用いれば良い。
【００２８】
　次に、上述のゲート絶縁膜５の上に、ソース電極７ｓとドレイン電極７ｄを形成する（
図１（ｄ））。ソース電極７ｓとドレイン電極７ｄとを形成する材料及び方法は、上述の
ゲート電極と同様とすることができる。まず、ゲート絶縁膜５の上にソース電極７ｓとド
レイン電極７ｄとなる導電性薄膜（図示しない）を形成する。この導電性薄膜は、導電性
材料であれば特に限定されず、導電性が十分確保できる金属材料が好ましい。例えば、Ａ
ｌ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｍｏやこれらにドーピングを加えた材料等を挙げることができる。導電
性薄膜の形成方法としては、上述の材料を原料として公知の蒸着やスパッタリング等の方
法を用いることができる。この後、公知のフォトリソグラフィー処理（レジスト塗布、露
光、現像）及びエッチング処理を用いてソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを形成する
ことができる（図１（ｄ））。
【００２９】
　ここで、形成されたソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを図２（ａ－１）に示す。図
２（ａ－１）においてＸ－Ｘ'の位置における断面の状態を図１（ｄ）に示し、Ｙ－Ｙ'の
位置における断面の状態を図２（ａ）に示す。図２（ａ－１）に示すゲート電極３より横
方向に伸びる電極部分３－ｂはゲートバスを示し、また、ソース電極７ｓより縦に伸びる
電極部分７ｓ－ｂはソースバスを示している。なお、ゲート電極３は、電極側からの俯瞰
図ではゲート絶縁層の存在により見ることができない場合があるが、図２（ａ－１）では
便宜上示しており、以降の俯瞰図においても同様である。
【００３０】
　図２（ａ－１）に示すように、ソース電極７ｓは、円板の中央に穴が開いて一部が欠い
たドーナツ形状としている。また、ドレイン電極７ｄは、円板形状をしており、ソース電
極７ｓの中央の穴の中でほぼ同心に位置するようにする。このようにほぼ同心に位置する
ことで、ソース電極７ｓの内周とドレイン電極７ｄの外周との距離がほぼ同じとなり、後
述するこれらソース電極７ｓとドレイン電極７ｄとに被さるように接触して形成される有
機半導体層９に形成されるチャネル幅がドレイン電極７ｄから放射方向にほぼ等距離とな
ることから安定した動作をする有機ＴＦＴを製造するうえで好ましい。
【００３１】
　次に、有機半導体層９をソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの上に形成する（図１（
ｅ））。有機半導体層９を構成する材料としては、インクジェット法等による滴下できる
ものであれば特に限定されることは無く、種々の縮合多環芳香族化合物や共役系化合物が
使用可能である。
【００３２】
　縮合多環芳香族化合物としては、例えば、アントラセン、テトラセン、ペンタセン、ヘ
キサセン、へプタセン、フタロシアニン、ポルフィリン等の化合物及びこれらの誘導体が
挙げられる。
【００３３】
　共役系化合物としては、例えば、ポリチオフェン及びそのオリゴマー、ポリピロール及
びそのオリゴマー、ポリアニリン、ポリフェニレン及びそのオリゴマー、ポリフェニレン
ビニレン及びそのオリゴマー、ポリチエニレンビニレン及びそのオリゴマー、ポリアセチ
レン、ポリジアセチレン、テトラチアフルバレン化合物、キノン化合物、テトラシアノキ
ノジメタン等のシアノ化合物、フラーレン及びこれらの誘導体あるいは混合物を挙げるこ
とができる。
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【００３４】
　また、有機半導体層９に、例えば、アクリル酸、アセトアミド、ジメチルアミノ基、シ
アノ基、カルボキシル基、ニトロ基等の官能基を有する材料や、ベンゾキノン誘導体、テ
トラシアノエチレン及びテトラシアノキノジメタンやそれらの誘導体等のように電子を受
容するアクセプターとなる材料や、例えば、アミノ基、トリフェニル基、アルキル基、水
酸基、アルコキシ基、フェニル基等の官能基を有する材料、フェニレンジアミン等の置換
アミン類、アントラセン、ベンゾアントラセン、置換ベンゾアントラセン類、ピレン、置
換ピレン、カルバゾール及びその誘導体、テトラチアフルバレンとその誘導体等のように
電子の供与体であるドナーとなるような材料を含有させ、いわゆるドーピング処理をして
もよい。
【００３５】
　ドーピングとは電子授与性分子（アクセプター）又は電子供与性分子（ドナー）をドー
パントとして上述の有機半導体の薄膜に導入することを意味する。従って、ドーピングさ
れた薄膜は、上述の縮合多環芳香族化合物とドーパントを含有する薄膜である。ここで用
いられるドーパントとしては公知のものを採用することができる。
【００３６】
　有機半導体層９の膜厚としては、特に制限はないが、得られたトランジスタの特性は、
有機半導体層の膜厚に大きく左右される場合が多く、その膜厚は、用いる有機半導体材料
により異なるが、一般に１μｍ以下、特に１０～３００ｎｍが好ましい。
【００３７】
　また、これら有機半導体層９となる有機半導体材料を滴下する方法には、有機半導体材
料溶液の溶媒として任意の溶媒を用いることができ、例えば、炭化水素系、アルコール系
、エーテル系、エステル系、ケトン系、グリコールエーテル系等広範囲の有機溶媒から、
有機半導体化合物に応じて適宜選択されるが、ジエチルエーテルやジイソプロピルエーテ
ル等の鎖状エーテル系溶媒、テトラヒドロフランやジオキサン等の環状エーテル系溶媒、
アセトンやメチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、キシレン、トルエ
ン、ｏ－ジクロロベンゼン、ニトロベンゼン、ｍ－クレゾール等の芳香族系溶媒、ヘキサ
ン、シクロヘキサン、トリデカン等の脂肪族炭化水素溶媒、α－テルピネオール、また、
クロロホルムや１，２－ジクロロエタン等のハロゲン化アルキル系溶媒、Ｎ－メチルピロ
リドン、２硫化炭素等を好適に用いることができる。塗布性や成膜性の観点から、最も好
ましい溶媒は、脂肪族系の有機溶媒、具体例として、シクロヘキサンやヘキサンを含むも
のである。
【００３８】
　上述の有機半導体材料溶液を、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの上に滴下する様
子を模式的に図２（ａ）に示す。滴下される有機半導体材料溶液９ｄは、ドレイン電極７
ｄの中央に滴下することが好ましい。中央に滴下することで、滴下位置を中心に周囲に円
形状に広がってドレイン電極７ｄに被さり、かつ、ドレイン電極７ｄの外周に設けてある
ソース電極７ｓの内周全域に均等に接するため、有機半導体の量を抑えることができる。
【００３９】
　また、発明者らの実験によると、滴下されて形成される半導体層における配向はドレイ
ン電極７ｄの中心から放射する方向に揃うことが分かった。有機半導体材料溶液９ｄは、
滴下後、円形状に広がった後、溶媒が揮発することで半導体層９が形成される。この溶媒
の揮発過程において、有機半導体の配向が溶媒の揮発が進む方向（図３矢印１７）、すな
わち、滴下されて広がった最も膜厚の薄いところ、つまり、外側から滴下位置に向かって
行われると考えられる。この配向方向は、チャネル幅の方向と一致することから、有機半
導体材料溶液９ｄの滴下される位置をドレイン電極７ｄの中央とすることは、製造される
有機ＴＦＴの動作特性上からも好ましい。
【００４０】
　また、有機半導体材料溶液を滴下する際に、複数回の滴下にて半導体層９を形成すると
、滴下の重なり部分が生じることで膜厚が変化し、また上述の揮発がドレイン電極７ｄの
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中央に向かって均等に進行していかないことが考えられることから、滴下は１回とするこ
とが好ましい。また、滴下回数を抑えると、滴下に費やす時間を抑えることができるので
、生産効率を上がることからも滴下の回数を少なくし、１回とすることが好ましい。
【００４１】
　上述した半導体層９の形成方法から、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの形状を円
形状（一部欠いたものも含めて）とすることが好ましいことが分かる。
【００４２】
　有機半導体材料溶液を滴下する具体的な装置としては、例えば、インクジェットヘッド
（液滴吐出ヘッド）を備えたインクジェット装置がある。インクジェット装置のインクジ
ェットヘッドは、インクジェット法により液状の組成物を定量的に吐出可能であり、組成
物を定量的に断続して滴下可能な装置である。なお、液滴吐出装置としては、ディスペン
サー装置であってもよい。
【００４３】
　インクジェット装置のような液滴吐出装置の液滴吐出方式としては、圧電体素子の体積
変化により液状体の組成物を吐出させるピエゾジェット方式であっても、熱の印加により
急激に蒸気が発生することにより組成物を吐出させる方式であってもよい。
【００４４】
　液状の組成物とは、液滴吐出装置の吐出ヘッドのノズルから滴下可能（吐出可能）な粘
度を備えた媒体をいう。水性であると油性であるとを問わない。ノズル等から吐出可能な
流動性（粘度）を備えていれば十分で、固体物質が混入していても全体として流動体であ
ればよい。また、組成物に含まれる材料は融点以上に加熱されて溶解されたものでも、溶
媒中に微粒子として攪拌されたものでもよい。
【００４５】
　次に、有機半導体層９の上に、パッシベーション膜１１を形成する（図１（ｆ））。パ
ッシベーション膜１１を設けることで、有機半導体が空気中の水分や酸素等により劣化す
ることを抑えることができる。パッシベーション膜１１としては、有機半導体層９に影響
を与えない材料を用い、パッシベーション膜１１の上にパターニングのために、感光性樹
脂層等の感光性組成物を形成するような場合には、その塗布工程において、さらに光感応
性樹脂層のパターニング処理時にも影響を受けない材料であることが好ましい。そのよう
な材料として、好ましくは、親水性ポリマーを含有する材料であり、さらに好ましくは、
親水性ポリマーの水溶液又は水分散液である。親水性ポリマーは、水、又は酸性水溶液、
アルカリ性水溶液、アルコール水溶液、各種の界面活性剤の水溶液に対して、溶解性又は
分散性を有するポリマーである。例えば、ポリビニルアルコールや、ＨＥＭＡ、アクリル
酸、アクリルアミド等の成分からなるホモポリマー、コポリマーを好適に用いることがで
きる。ポリビニルアルコールが好ましい。
【００４６】
　上述のパッシベーション膜１１の形成方法は、特に限定されることは無く、スピンコー
ト法等の塗布、印刷法又はインクジェット法等により有機半導体層９上にパターン形成す
ることもできる。このパッシベーション膜１１の膜厚は１００ｎｍ～１０μｍの層である
。また、パッシベーション膜１１は、光透過率が１０％以下であることが好ましく、さら
に好ましくは１％以下である。これにより、有機半導体層９が光により特性劣化するのを
抑えることができる。
【００４７】
　パッシベーション膜１１のパターニングは、感光性樹脂を用いて、フォトリソグラフ法
により、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄのパターニングと同時に行うことができる
。この場合、パッシベーション膜１１を塗布後に、これに接して層の全面に感光性樹脂の
溶液を塗布し、感光性樹脂層を形成し、公知のフォトリソグラフ法によりパターニングす
ることができる。
【００４８】
　感光性樹脂としては、ポジ型、ネガ型の公知の材料を用いることができる。感光性樹脂
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の塗布溶液を形成する溶媒としては、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ
レングリコールモノエチルエーテル、メチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、
エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、ジメチルホルムアミド、ジメチルスル
ホキシド、ジオキサン、アセトン、シクロヘキサノン、トリクロロエチレン、メチルエチ
ルケトン等が挙げられる。これら溶媒は、単独であるいは２種以上混合して使用する。
【００４９】
　感光性樹脂層を形成する方法としては、スプレーコート法、スピンコート法、ブレード
コート法、ディップコート法、キャスト法、ロールコート法、バーコート法、ダイコート
法等の塗布による方法が用いられる。
【００５０】
　このようにパッシベーション膜形成後に感光性樹脂（図示しない）を用い、これをパタ
ーニングし、レジストが除去された部分１３に、コンタクト電極１５や画素電極（図示し
ない）を形成することができる。
【００５１】
　コンタクト電極１５や画素電極の形成方法は、真空蒸着、スパッタリングや、それに付
随するレジストを用いるパターニング処理が形成済みの有機半導体層９にダメージを与え
ることがあることから、流動性電極材料を用い、凸版、凹版、平版、スクリーン印刷等の
印刷法、インクジェット法等によって形成することが好ましい。
【００５２】
　流動性電極材料としては、導電性微粒子分散液、導電性ポリマーの溶液あるいは分散液
等がある。
【００５３】
　導電性微粒子分散液としては、例えば、金属等からなる導電性微粒子を、好ましくは有
機材料からなる分散安定剤を用いて、水や有機溶剤又はその混合物である分散媒中に分散
させたペーストあるいはインク等の導電性微粒子分散液が挙げられる。有機半導体層９上
に形成されることから特に水を主体とする分散媒として用いた上述の分散液とするのが好
ましい。
【００５４】
　導電性微粒子の金属材料（金属微粒子）としては、白金、金、銀、コバルト、ニッケル
、クロム、銅、鉄、錫、アンチモン、鉛、タンタル、インジウム、パラジウム、テルル、
レニウム、イリジウム、アルミニウム、ルテニウム、ゲルマニウム、モリブデン、タング
ステン、亜鉛等を用いることができる。特に、仕事関数が４．５ｅＶ以上の白金、金、銀
、銅、コバルト、クロム、イリジウム、ニッケル、パラジウム、モリブデン、タングステ
ンが好ましい。
【００５５】
　また、導電性ポリマーとしては、ドーピング等で導電率を向上させた公知の導電性ポリ
マー、例えば、導電性ポリアニリン、導電性ポリピロール、導電性ポリチオフェン、ポリ
エチレンジオキシチオフェンとポリスチレンスルホン酸の錯体（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）等
が好適に用いられる。中でも半導体層との接触面において電気抵抗が少ないものが好まし
い。
【００５６】
　上述の流動性電極材料は、コンタクト電極１５や画素電極を形成することができるだけ
ではなく、これまで説明したゲート電極３、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを形成
することにも使用できるのは勿論である。
【００５７】
　また、撥水層（図５の符号１９参照）を用いると、例えば、ドレイン電極７ｄの上にこ
の撥水層を設けた後に半導体層形成を行うと、ドレイン電極７ｄの上には半導体層が形成
されない。さらに、半導体層の上にパッシベーション膜を形成する場合、この撥水層によ
り形成されないようにすることができる。従って、ドレイン電極７ｄにコンタクト電極１
５を設けることを容易とすることができる。
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【００５８】
　撥水層は、例えば、シリコーンゴム層等が好ましく、そのほか、フェノール樹脂やエポ
キシ樹脂等、また、シランカップリング剤等の親油性の材料を用いてもよい。また、例え
ば、オクタデシルトリクロロシラン、トリクロロメチルジシラザンや、アルカン燐酸、ア
ルカンスルホン酸、アルカンカルボン酸等の配向処理として用いることができて、紫外線
露光等により容易に除去可能な自己組織化単分子膜（ＳＡＭ；Ｓｅｌｆ－Ａｓｓｅｍｂｌ
ｅｄ　Ｍｏｎｏｌａｙｅｒｓ）を用いても良い。
【００５９】
　これまでは、ボトムゲート・ボトムコンタクト構成の有機ＴＦＴの製造を例に説明した
が、材料、処理の方法や順序を適宜選択することで、他のボトムゲート・トップコンタク
ト構成、トップゲート・ボトムコンタクト構成、トップゲート・トップコンタクト構成と
する有機ＴＦＴの製造の場合でも、ボトムゲート・ボトムコンタクト構成の有機ＴＦＴと
同様に製造することができる。
【００６０】
　また、ソース電極７ｓとドレイン電極７ｄとの形状は、両者が同心形状又はほぼ同心形
状であることが重要である。これまでに示したいずれもが円形状である以外に、いずれか
一方の電極は外周の形状が円又は多角形であり、他方の電極は前記外周に対峙する内周の
形状が一方の電極とほぼ同心であればよい。即ち、ドレイン電極７ｄの外周が円であるの
に対して、ソース電極７ｓの内周がほぼ同心の多角形であってもよく、ドレイン電極７ｄ
の外周が多角形であるのに対して、ソース電極７ｓの内周がほぼ同心の多角形であっても
よい。勿論、ドレイン電極７ｄの外周及びソース電極７ｓの内周がほぼ同心の多角形であ
ってもよい。
【００６１】
　図１０に、ドレイン電極７ｄの外周を円形状とし、ソース電極７ｓの内周を同心の六角
形状とした例を示す。また、図１１に、ドレイン電極７ｄの外周及びソース電極７ｓの内
周をそれぞれ同心で、かつ、頂点の揃った六角形状とした例を示す。
【００６２】
　ところで、本発明で円形状とは、歪みを有する楕円形状を含む。また、電極を多角形と
する場合、頂点数が多いほうが望ましい。ソース電極７ｓとドレイン電極７ｄとは、なる
べく一定距離になるように配置することが、電界集中を回避するうえで好ましい。両者の
距離が一定でない場合は、有機半導体層９に流れる電流が場所により差を生じ、多く流れ
る部分の劣化が早くなってしまう。電極が多角形で頂点数が少ないと、両者の距離にバラ
ツキが出て有機半導体層９に劣化が生じやすい。
【実施例】
【００６３】
　上述の実施形態で説明した材料、処理方法や順序を適宜選択して有機ＴＦＴを製造した
実施例を以下で説明する。
【００６４】
　（実施例１）
　本実施例は、ボトムゲート－ボトムコンタクト構成の図１に示す有機ＴＦＴ１００を製
造した。図１に沿って説明する。
【００６５】
　図１（ａ）に示すガラス基板１の上にゲート電極となるアルミニウム系合金であるアル
ミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した
。このＡｌＮｄ膜に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで円
形状のゲート電極３を形成した（図１（ｂ））。
【００６６】
　次に、ゲート絶縁膜５として、ＳｉＯ2膜を厚み３００ｎｍとしてプラズマＣＶＤ法を
用いて成膜した（図１（ｃ））。
【００６７】
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　次に、図２（ａ－１）に示すような円板の中央に穴が開いて一部が欠いた形状のソース
電極７ｓと、該ソース電極７ｓと同心状の円形状部と引き出し用配線７ｄ－１を有するド
レイン電極７ｄとを、リフトオフで形成するためのレジストパターンをフォトリソグラフ
ィー処理及びエッチング処理にて設けた。
【００６８】
　次に、ソース電極及びドレイン電極となる膜として、まず、厚み５ｎｍのクロム膜を形
成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金をスパッタ法にて設けた。この後、レジスト剥離液
にて、レジストパターンを除去（リフトオフ）することで、ソース電極７ｓ及びドレイン
電極７ｄを形成した（図１（ｄ））。なお、図１（ｄ）は、図２（ａ－１）に示すＸ－Ｘ
'の位置における断面を示している。また、図２（ａ）は、図２（ａ－１）に示すＹ－Ｙ'
の位置における断面を示している。
【００６９】
　次に、有機半導体材料溶液として６、１３－ビストリイソプロピルシリルエチニルペン
タセン（以下、ペンタセンと称する。）溶液をインクジェット法を用いて、図２（ａ）に
示すようにドレイン電極７ｄのほぼ中央に有機半導体層を形成する有機半導体材料溶液９
ｄを１回滴下することでドレイン電極７ｄ及びソース電極７ｓを覆うように有機半導体層
９を形成した（図１（ｅ））。この時、滴下したペンタセン溶液の量は、溶媒が揮発して
有機半導体層９を形成した時に厚みが約５０ｎｍとなるように予め実験により求めておい
た滴下量とした。
【００７０】
　次に、パッシベーション層１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約２μｍに形成し、パ
ッシベーション層１１に重ねて感光性絶縁膜としてＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）を厚み１μｍに塗布した。この後、ＰＣ４０３をレジストとしてフォトリソグラ
フィー処理（露光、現像）を行うことで、ドレイン電極７ｄと後述の画素電極とを接続す
るためのコンタクトホール１３を形成した。具体的には、マスク露光及び現像処理にてコ
ンタクトホール部の感光性絶縁膜であるＰＣ４０３を除き、その後水洗することで、露出
した個所のパッシベーション膜であるＰＶＡ１２４Ｃを除去し、ドレイン電極７ｄの一部
を露出させた。
【００７１】
　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を厚
み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッ
チング処理を行うことでコンタクト電極１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機
ＴＦＴ１００を完成した。
【００７２】
　本実施例１で製造した有機ＴＦＴ１００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【００７３】
　（比較例１）
　実施例１と同じボトムゲート－ボトムコンタクト構成で同じ構造、同じ材料、同じ製法
により図１２に示す有機ＴＦＴ１００Ｒを製造した。実施例１と異なるのは、ソース電極
７ｓ及びドレイン電極７ｄの形状を図２（ａ－１）で示した円形状ではなく、図１２に示
す櫛歯形状とした。
【００７４】
　ここで、チャネル長とチャネル幅は、以下とした。チャネル長は、実施例１の場合は、
ドレイン電極７ｄの外周半径とソース電極７ｓの内周半径との差（図２（ａ）に示すＬ２
）とし、比較例１の場合は、ソース電極７ｓとドレイン電極７ｄとの距離（図１２（ａ）
に示すＬ１０）とした。
【００７５】
　また、チャネル幅Ｗは、実施例１の場合は、ドレイン電極７ｄの外周長さＷ２（ソース
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電極の内周の切り欠き部分に対向する部分を除く）とし、比較例１の場合は、ソース電極
７ｓとドレイン電極７ｄとが対峙している長さの和Ｗ１０とした。この時、実施例１の値
Ｗ２／Ｌ２に比較例１のＷ１０／Ｌ１０がほぼ同じ値となるように、比較例１のソース電
極７ｓ及びドレイン電極７ｄの形状、寸法を決めた。
【００７６】
　（実施例１と比較例１との比較結果）
　実施例１の有機ＴＦＴ１００と比較例１の有機ＴＦＴ１００Ｒとを各２０個製造し、動
作させて比較したところ以下の結果が得られた。
（１）比較例１のオン電流量（Ｉｏｎ）は、実施例１の１／２程度となった。
（２）比較例１のオフ電流量（Ｉｏｆｆ）は、実施例１の２倍程度となった。
（３）有機ＴＦＴ各素子のオンオフ電流比（Ｉｏｎ／Ｉｏｆｆ）を求めて比較したところ
、実施例１のバラツキが比較例１に比較して小さいことが確認できた。
【００７７】
　ここで、オン電流量は、ゲート電圧を増加させていき、ソース－ドレイン間に流れる電
流が飽和したときの電流値（飽和電流）とし、オフ電流量は、ゲート電圧を印加しない状
態で、ソース－ドレイン間に流れる電流値とした。
【００７８】
　上述の（１）～（３）の差異の要因は以下と考えられる。有機半導体材料溶液を滴下し
た後、実施例１の有機ＴＦＴ１００の場合、溶媒の揮発による乾燥はソース電極及びドレ
イン電極の形状と同じ同心円の放射方向に進み、その方向に有機半導体材料が規則的に配
列されるが、比較例１の有機ＴＦＴ１００Ｒの場合、ソース電極及びドレイン電極の形状
が櫛歯形状であることから、チャネル方向と有機半導体材料の配列の方向が一致すること
が少ないために特性が劣ったと考えられる。
【００７９】
　滴下により形成された有機半導体層は、その厚みは同心円状には均一であるが、中心か
らの距離により厚みが異なる状態となる。そのため、図１２に示す櫛歯形状のソース電極
及びドレイン電極の場合、厚い箇所がチャネル内にあり、オフ電流が悪くなったと考えら
れる。
【００８０】
　有機半導体層を設ける際に有機半導体材料溶液の滴下位置が想定しているドレイン電極
の中心からずれる場合、比較例１の有機ＴＦＴ１００Ｒの場合、中心からはずれる方向と
距離により特性への影響が生じるが、実施例１の有機ＴＦＴ１００の場合、ドレイン電極
の中心からの距離のみであって方向に依存しないことから、オンオフ電流比への影響は比
較例１の有機ＴＦＴ１００Ｒより実施例１の有機ＴＦＴ１００の方が少ないと考えられ、
この結果、全体としてオンオフ電流比のばらつきが少なくなったと考えられる。
【００８１】
　（実施例２）
　本実施例は、ボトムゲート－ボトムコンタクト構成で、図４（ａ－１）に示すように円
板の中央に穴が開いた形状のソース電極７ｓ及び円板形状のドレイン電極７ｄとしたもの
であり、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの形状が異なり、ドレイン電極７ｄと画素
電極とを結ぶコンタクトホール１３をドレイン電極７ｄの上とした以外は、実施例１と同
じ工程として有機ＴＦＴ４００を製造した。
【００８２】
　図４（ａ）は、ガラス基板１の上にゲート電極３を形成後、ゲート絶縁膜５を設け、さ
らにソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを設けた状態を示しており、図４（ａ－１）に
示すＸ－Ｘ'の位置における断面を示している。
【００８３】
　図４（ｂ）は、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを設けた後に、有機半導体層９を
設けた状態を示している。
【００８４】
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　図４（ｃ）は、半導体層９を設けた後、パッシベーション膜１１、感光性絶縁膜（図示
してない）、コンタクト電極１５や画素電極（図示しない）を設けた状態を示している。
【００８５】
　本実施例２で製造した有機ＴＦＴ４００を動作させたところ、実施例１と同等の良好な
動作をすることを確認した。
【００８６】
　（実施例３）
　本実施例は、ボトムゲート－ボトムコンタクト構成で、図５に示すように実施例２にお
けるコンタクトホール１３をドレイン電極に撥水層１９を設けて形成することで有機ＴＦ
Ｔ５００を製造した。
【００８７】
　ガラス基板１の上にゲート電極となるアルミニウム系合金であるアルミニウム－ネオジ
ム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した。このＡｌＮｄ膜
に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで円形状のゲート電極
３を形成した。
【００８８】
　次に、ゲート絶縁膜５として、ＳｉＯ2膜を厚み３００ｎｍとしてプラズマＣＶＤ法を
用いて成膜した。
【００８９】
　次に、図５（ａ－１）に示すように円板の中央に穴が開いた形状のソース電極７ｓと、
該ソース電極７ｓと同心状の円形状部であるドレイン電極７ｄとを、リフトオフで形成す
るためのレジストパターンをフォトリソグラフィー処理及びエッチング処理にて設けた。
【００９０】
　次に、ソース電極及びドレイン電極となる膜として、まず、厚み５ｎｍのクロム膜を形
成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金をスパッタ法にて設けた。この後、レジスト剥離液
にて、レジストパターンを除去（リフトオフ）することで、ソース電極７ｓ及びドレイン
電極７ｄを形成した（図５（ａ））。なお、図５（ａ）は、図５（ａ－１）に示すＸ－Ｘ
'の位置における断面を示している。
【００９１】
　次に、ドレイン電極７ｄの上にインクジェット法によりオクタデシルトリクロロシラン
を塗布することで撥水層１９を設けた。
【００９２】
　次に、ペンタセン溶液をインクジェット法を用いて、ドレイン電極７ｄのほぼ中央に１
回滴下した。この時、ドレイン電極７ｄの上に撥水層１９が設けられていることから、ド
レイン電極７ｄの上には半導体層は形成されず、ドレイン電極７ｄの周囲に接してソース
電極７ｓを覆うように有機半導体層９を形成した。この時、滴下したペンタセン溶液の量
は、溶媒が揮発して有機半導体層９を形成した時に厚みが約５０ｎｍとなるように予め実
験により求めておいた滴下量とした。
【００９３】
　次に、パッシベーション膜１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約３μｍに形成した。
この時、ドレイン電極７ｄの上には、上述した通り、撥水層１９が設けられているため、
パッシベーション膜は形成されない。
【００９４】
　次に、紫外線露光により、ドレイン電極７ｄの上の撥水層を除去した。
【００９５】
　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯを厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて
成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことでコンタクト電極
１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機ＴＦＴ５００を完成した。
【００９６】
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　本実施例３で製造した有機ＴＦＴ５００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【００９７】
　なお、本実施例３では、より好ましい状態として紫外線露光により、ドレイン電極７ｄ
の上の撥水層を除去したが、撥水層を除去しなくても有機ＴＦＴは動作することができる
。
【００９８】
　（実施例４）
　本実施例は、ボトムゲート－ボトムコンタクト構成で、図６に示すようにドレイン電極
７ｄに設ける引き出し用配線７ｄ－１の配置をドレイン電極７ｄと同じ層とした有機ＴＦ
Ｔ６００を製造した。
【００９９】
　ガラス基板１の上にゲート電極となるアルミニウム系合金であるアルミニウム－ネオジ
ム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した。このＡｌＮｄ膜
に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで円形状のゲート電極
３を形成した。
【０１００】
　次に、ゲート絶縁膜５として、感光性絶縁膜５ａとなるＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日
本合成ゴム社）をスピンコート法で厚み１５０ｎｍに塗布した。
【０１０１】
　次に、後で形成するドレイン電極に接続される引き出し用配線７ｄ－１を厚み５ｎｍの
クロム膜で形成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金をスパッタ法にて設けた。
【０１０２】
　次に、感光性絶縁膜５ｂとなるＰＣ４０３をスピンコート法で塗布し、フォトリソグラ
フィー処理によりドレイン電極７ｄを形成可能とする絶縁パターン層を形成した。
【０１０３】
　次に、円板の中央に穴が開いた形状のソース電極７ｓと、該ソース電極７ｓと同心状の
円形状部であるドレイン電極７ｄとを、リフトオフで形成するためのレジストパターンを
フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理にて設けた。
【０１０４】
　次に、ソース電極及びドレイン電極となる膜として、まず、厚み５ｎｍのクロム膜を形
成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金をスパッタ法にて設けた。この後、レジスト剥離液
にて、レジストパターンを除去（リフトオフ）することで、ソース電極７ｓ及びドレイン
電極７ｄを形成した（図６（ａ））。なお、図６（ａ）は、図６（ａ－１）に示すＸ－Ｘ
'の位置における断面を示している。
【０１０５】
　次に、ペンタセン溶液をインクジェット法を用いて、ドレイン電極７ｄのほぼ中央に１
回滴下した。この時、滴下したペンタセン溶液の量は、溶媒が揮発して有機半導体層９を
形成した時に厚みが約５０ｎｍとなるように予め実験により求めておいた滴下量とした。
【０１０６】
　次に、パッシベーション膜１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約２μｍに形成し、パ
ッシベーション膜１１に重ねて感光性絶縁膜としてＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）を厚み１μｍに塗布した。この後、ＰＣ４０３をレジストとしてフォトリソグラ
フィー処理（露光、現像）を行うことで、ドレイン電極７ｄに接触させた引き出し用配線
７ｄ－１と後述の画素電極とを接続するためのコンタクトホールを形成した。具体的には
、マスク露光及び現像処理にてコンタクトホール部の感光性絶縁膜であるＰＣ４０３を除
き、その後水洗することで、露出した個所のパッシベーション膜であるＰＶＡ１２４Ｃを
除去し、ドレイン電極７ｄの一部を露出させた。
【０１０７】



(15) JP 5194468 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯを厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて
成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことでコンタクト電極
１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機ＴＦＴ６００を完成した。
【０１０８】
　本実施例４で製造した有機ＴＦＴ６００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【０１０９】
　（実施例５）
　本実施例は、ボトムゲート－トップコンタクト構成の図７に示す有機ＴＦＴ７００を製
造した。
【０１１０】
　ガラス基板１の上にゲート電極となるアルミニウム系合金であるアルミニウム－ネオジ
ム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した。このＡｌＮｄ膜
に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで円形状のゲート電極
３を形成した。
【０１１１】
　次に、ゲート絶縁膜５として、ＳｉＯ2膜を厚み３００ｎｍとしてプラズマＣＶＤ法を
用いて成膜した。
【０１１２】
　次に、ペンタセン溶液をインクジェット法を用いて、以降で形成される予定のドレイン
電極７ｄのほぼ中央となる位置に１回滴下することで以降で形成されるドレイン電極７ｄ
及びソース電極７ｓの全面で隙間の無い下地となるように有機半導体層９を形成した。こ
の時、滴下したペンタセン溶液の量は、溶媒が揮発して有機半導体層９を形成した時に厚
みが約５０ｎｍとなるように予め実験により求めておいた滴下量とした。
【０１１３】
　次に、図７（ｂ－１）に示すように円板の中央に穴が開いて一部が欠いた形状のソース
電極７ｓと、該ソース電極７ｓと同心状の円形状部と引き出し用配線７ｄ－１を有するド
レイン電極７ｄとを、マスクを用いた真空蒸着法により形成した。まず、厚み５ｎｍのク
ロム膜を形成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金を設けた。
【０１１４】
　次に、パッシベーション膜１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約２μｍに形成し、パ
ッシベーション膜１１に重ねて感光性絶縁膜としてＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）を厚み１μｍに塗布した。この後、ＰＣ４０３をレジストとしてフォトリソグラ
フィー処理（露光、現像）を行うことで、ドレイン電極７ｄと後述の画素電極とを接続す
るためのコンタクトホールを形成した。具体的には、マスク露光及び現像処理にてコンタ
クトホール部の感光性絶縁膜であるＰＣ４０３を除き、その後水洗することで、露出した
個所のパッシベーション膜であるＰＶＡ１２４Ｃを除去し、ドレイン電極７ｄの一部を露
出させた。
【０１１５】
　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯを厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて
成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことでコンタクト電極
１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機ＴＦＴ７００を完成した。
【０１１６】
　本実施例５で製造した有機ＴＦＴ７００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【０１１７】
　（実施例６）
　本実施例は、トップゲート－ボトムコンタクト構成の図８に示す有機ＴＦＴ８００を製
造した。
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【０１１８】
　ガラス基板１の上にソース電極及びドレイン電極となるアルミニウム系合金であるアル
ミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した
。このＡｌＮｄ膜に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで図
８（ａ－１）に示すような円板の中央に穴が開いて一部が欠いた形状のソース電極７ｓと
、該ソース電極７ｓと同心状の円形状部と引き出し用配線７ｄ－１を有するドレイン電極
７ｄとを形成した。
【０１１９】
　次に、ペンタセン溶液をインクジェット法を用いて、ドレイン電極７ｄのほぼ中央に１
回滴下することでドレイン電極７ｄ及びソース電極７ｓを覆うように有機半導体層９を形
成した。この時、滴下したペンタセン溶液の量は、溶媒が揮発して有機半導体層９を形成
した時に厚みが約５０ｎｍとなるように予め実験により求めておいた滴下量とした。
【０１２０】
　次に、ゲート絶縁膜５となる感光性絶縁膜であるＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）をスピンコート法で塗布し、フォトリソグラフィー処理によりドレイン電極７ｄ
に接しているコンタクト電極と後述の画素電極とを接続する電極を形成するためのコンタ
クトホールを有する絶縁パターン層を形成した。
【０１２１】
　次に、ゲート電極３をマスクを用いた真空蒸着法により形成した。まず、厚み５ｎｍの
クロム膜を形成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金を設けた（図８（ｂ））。
【０１２２】
　次に、パッシベーション膜１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約２μｍ形成し、パッ
シベーション膜１１に重ねて感光性絶縁膜としてＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成ゴ
ム社）を厚み１μｍに塗布した。この後、ＰＣ４０３をレジストとしてフォトリソグラフ
ィー処理（露光、現像）を行うことで、ドレイン電極７ｄと後述の画素電極とを接続する
ためのコンタクトホールを形成した。具体的には、マスク露光及び現像処理にてコンタク
トホール部の感光性絶縁膜であるＰＣ４０３を除き、その後水洗することで、露出した個
所のパッシベーション膜を除去し、ドレイン電極７ｄの一部を露出させた。
【０１２３】
　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯを厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて
成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことでコンタクト電極
１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機ＴＦＴ８００を完成した。
【０１２４】
　本実施例６で製造した有機ＴＦＴ８００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【０１２５】
　（実施例７）
　本実施例は、トップゲート－トップコンタクト構成の図９に示す有機ＴＦＴ９００を製
造した。
【０１２６】
　ガラス基板１の上に、ペンタセン溶液をインクジェット法を用いて、以降で形成される
予定のドレイン電極のほぼ中央となる位置に１回滴下することで以降で形成されるドレイ
ン電極及びソース電極の全面の隙間の無い下地となるように有機半導体層９を形成した。
この時、滴下したペンタセン溶液の量は、溶媒が揮発して有機半導体層９を形成した時に
厚みが約５０ｎｍとなるように予め実験により求めておいた滴下量とした。
【０１２７】
　次に、ソース電極及びドレイン電極となるアルミニウム系合金であるアルミニウム－ネ
オジム（ＡｌＮｄ）膜を厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて成膜した。このＡｌＮ
ｄ膜に対し、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことで図９（ｂ－１）
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に示すように円板の中央に穴が開いて一部が欠いた形状のソース電極７ｓと、該ソース電
極７ｓと同心状の円形状部と引き出し用配線７ｄ－１を有するドレイン電極７ｄとを形成
した。
【０１２８】
　次に、ゲート絶縁膜５となる感光性絶縁膜であるＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）をスピンコート法で塗布し、フォトリソグラフィー処理によりドレイン電極７ｄ
に接しているコンタクト電極と後述の画素電極とを接続する電極を形成するためのコンタ
クトホールを有する絶縁パターン層を形成した。
【０１２９】
　次に、ゲート電極３をマスクを用いた真空蒸着法により形成した。まず、厚み５ｎｍの
クロム膜を形成し、これに重ねて厚み５０ｎｍの金を設けた。
【０１３０】
　次に、パッシベーション膜１１として、ＰＶＡ１２４Ｃ（商品名、株式会社クラレ：非
感光性ポリビニルアルコール樹脂）をスピンコート法を用いて厚み約２μｍに形成し、パ
ッシベーション膜１１に重ねて感光性絶縁膜としてＰＣ４０３（商品名、ＪＳＲ日本合成
ゴム社）を厚み１μｍに塗布した。この後、ＰＣ４０３をレジストとしてフォトリソグラ
フィー処理（露光、現像）を行うことで、ドレイン電極７ｄと後述の画素電極とを接続す
るためのコンタクトホールを形成した。具体的には、マスク露光及び現像処理にてコンタ
クトホール部の感光性絶縁膜であるＰＣ４０３を除き、その後水洗することで、露出した
個所のパッシベーション膜であるＰＶＡ１２４Ｃを除去し、ドレイン電極７ｄの一部を露
出させた。
【０１３１】
　次に、画素電極を形成するために、ＩＴＯを厚み１５０ｎｍとしてスパッタ法を用いて
成膜した後、フォトリソグラフィー処理及びエッチング処理を行うことでコンタクト電極
１５及び画素電極（図示しない）を形成し、有機ＴＦＴ９００を完成した。
【０１３２】
　本実施例７で製造した有機ＴＦＴ９００を動作させたところ、スイッチング特性が良好
な動作をすることを確認した。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】実施形態の１例としてボトムゲート・ボトムコンタクト構成の有機ＴＦＴの製造
工程を模式的に断面で示す図である。
【図２】図１で示した有機ＴＦＴのソース電極及びドレイン電極のそれぞれの形状と有機
半導体材料溶液の滴下を説明する図である。
【図３】滴下された有機半導体材料溶液がソース電極及びドレイン電極の上で揮発して乾
燥する様子を説明する図である。
【図４】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図５】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図６】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図７】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図８】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図９】有機ＴＦＴの製造工程及び構成の１例を示す図である。
【図１０】実施形態の他の例としてボトムゲート・ボトムコンタクト構成の有機ＴＦＴを
示す図である。
【図１１】実施形態のさらに他の例としてボトムゲート・ボトムコンタクト構成の有機Ｔ
ＦＴを示す図である。
【図１２】実施例１と比較するための比較例１である有機ＴＦＴの製造工程及び構成を示
す図である。
【符号の説明】
【０１３４】
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　１　基板
　３　ゲート電極
　５　ゲート絶縁膜
　７ｓ　ソース電極
　７ｄ　ドレイン電極
　９　有機半導体層
　９ｄ　滴下される有機半導体材料溶液
　Ｌ２　チャネル長

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】
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